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○ 太平洋戦争中から終戦直後にかけて、労働力不足、肥料等の生産資材の不足、社会の混乱で農業生産が大きく減少
さらには敗戦で海外の植民地を失い、戦地からの引揚者も国内に戻ってくるという状況にあった

○ 食料の備蓄も底をついて、連合国の食料援助により辛うじて大量の餓死者を出さずにすんだとも言われる
○ 食糧の確保が国家的課題であり、食糧増産を目指して緊急開拓が全国で進められた

「緊急開拓事業実施要領」
昭和20年（1945年）11月9日 閣議決定

・戦後混乱期の深刻な食糧難を背景に、
食糧増産、離職者・復員者の就労確保、
新農村建設を目的に開拓を実施
・5年間で100万戸を帰農させ、155万haの
開墾 、10万haの干拓を実施し、米換算で
1,600万石の生産を上げようとするもので
あった

・21万1千戸が開拓地に入植
・105万6千戸の既存農家が開拓地に農地
を取得（増反）
・開墾施行面積は、44万9千ha
→ しかし、開拓地の営農は困難を極

め、開拓を諦め離村した者も多く、21万1
千戸の入植者のうち開拓行政終了時点で
入植を継続している戸数は9万3千戸と半
分以下に減少

地方農政局前史（１）緊急開拓の時代

戦時中、日本では食糧の蓄えは乏しく、現在では考えられない
ような食糧難でした。
お米はなく、代用食としてさつまいもやじゃがいも、すいとん、

草殻、もち草、柏の葉、サトイモやかぼちゃなどの葉や茎まで、
あらゆる食べ物を食べて生き抜いてきたのです。

【戦中・戦後の食事の例】
（左上）ふかし芋 （右上）沢庵
（左下）麦ごはん （右下）大根とかぼちゃのすいとん

出典：松戸市ホームページ

戦中・戦後の食事（例）
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開拓事務所の設置

○ 開拓行政を推進するため開拓関係機構が整備された。特に昭和21年1月から3月にかけては、
・ 開拓に関する重要事項を調査審議し、関係官庁に建議する機関として開拓委員会を1月に設置
・ 農林省直轄の開拓及び干拓工事に関する事務を分掌させるため、3月25日に全国5カ所に開拓事務所を設置
・ 3月30日には本省の開拓局も拡充（６課→８課）
するなど集中的な取組が行われた。

○ このときに設置された開拓事務所が、後年の地方農政局の母体となる

開拓事務所設置の根拠となった、勅令第163号「農林部内臨時職員等設置
制中改正等ノ件」（3月23日公布）の原本
「第四条ノ四／農林大臣ハ必要ト認ムル地ニ開拓事務所ヲ置キ直轄ノ開
墾及干拓工事ニ関スル事務ヲ分掌セシムルコトヲ得／開拓事務所ノ所長
ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ」とある

開拓事務所の所在地は上記のとおり。昭和21年3
月25日に設置され、農地事務局の設置と入替に昭
和21年11月6日に廃止されることとなる

出典：国立公文書館デジタルアーカイブ



サンドポンプによる盛土施工 地区内の稲コヅミ

起工当時の測量作業

開墾・干拓の現場（佐賀県・有明干拓）

0３出典：有明干拓史（九州農政局）



見事に開田された地区の全望

開田地における脱穀調整に励む町民刈取後の架干状況

開墾・干拓の現場（鹿児島県・野井倉開拓）
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事業所建屋（昭和17年～３０年代）

開田地における脱穀後の藁コヅミ

事業所全景（昭和17年～30年代）

出典：野井倉開拓（熊本農地事務局）



○ 昭和22年から昭和25年にかけてＧＨＱによる民主化政策の一環として農地改革が行われた
○ 農地改革の内容を盛った農地調整法再改正の法律と自作農創設特別措置法が昭和21年10月21日に公布され、強力に
推進されることとなる

○ 大規模地主が所有している193万haの農地が、237万人の地主から買収され、475万人の小作人に売り渡された
○ 譲渡された小作地は、昭和20年11月現在の小作地236万haの8割に達し、農地に占める小作地の割合は激減。農家の
大半が1町歩未満の零細な自作農となった

第２次農地改革の対象となった農地
・不在地主の小作地のすべて
・在村地主の小作地のうち一定面積（1ha
（北海道は4ha))を超える農地 など

地方農政局前史（２）農地改革

（昭和15年）

（昭和25年）
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出典：国立公文書館デジタルアーカイブ

出典：静岡県総合教育センター



農地事務局の設置

○ 農地改革推進の中核は市町村及び都道府県の農地委員会とされたが、これに対応して国の体制も整備する必要があ
るとして、本省では昭和21年10月に農地部を新設、地方では11月6日に開拓事務所を廃止し農地事務局を設置した

○ 各農地事務局の内部機構は、庶務課、農地部、開拓部及び事業部の1課3部をもって構成され、本省農政局農地部又
は開拓局の指示に従って、各地域における分掌事務を処理した

○ 農地事務局は開拓事務所に農地改革関連の業務を加えて改組した組織であったといえる

農林省官制及び農林部内臨時職員等設置制の一部を改正する勅令 （昭和21年11月5日勅令第519号）により、「自作農特別措置、農地関係ノ調整及帰農其
ノ他ノ就農ノ調整並ニ直轄ノ開墾、干拓及農業水利改良告示ニ関スル事務ヲ分掌セシムル」組織として「臨時農地事務局」を設置する既定を設けた
これを受けて11月6日に農林省告示第１３６号をもって開拓事務所を廃止して農地事務局を設置、その名称及び管轄区域を下のとおりとした。なお、勅令
には「臨時農地事務局長ノ局長ハ一級又ハ二級ノ農林事務官又ハ農林技官ヲ以テ之ニ充ツ」とある
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注） 昭和34年4月1日に名古屋農地事務局が設置された



○ 昭和36年（1961年）に農業基本法が制定された
○ 高度経済成長の中で、農業と他産業の格差が増大する一方、貿易自由化が進展（飼料、大豆、綿花等）したこと等
を背景に、食糧増産政策から需要の多い品目への「選択的拡大」、生産性向上のための「構造政策」の推進を打ち出
した

農業基本法の制定

法律の天皇陛下御署名原本

法案の閣議請議決裁原本
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農業の比較生産性の推移

昭和36年 周東農相（第２次池田内閣）の所信演説

・わが国の農林漁業は、その置かれております自然的・経済的・社
会的諸条件とも関連いたしまして、他産業に比べまして生産性が低
く、農林漁業従事者の生活水準も他の産業従事者のそれに比較い
たしますると及ばない点があるのであります。

・従来のような米麦依存度の強過ぎる農業、零細でしかも分散して
いる耕地における非能率な農業を克服いたしまして、生産性の高い
農業、今後需要の伸びが大きく見込まれる畜産、果樹作等の成長
財生産に重点を置いた収益性の高い農業を目ざして諸施策を展開
しなければなりませんし、かくして農林漁業者に明朗にして豊かな生
活を享受させ得る道が開かれねばならないと信ずるのであります。

・農業経営の規模拡大、農用地の集団化、家畜の導入、機械化の
促進等によりまして、農用地保有の合理化及び農業経営の近代化
をはかること、すなわち、農業構造の改善であります。

出典：国立公文書館デジタルアーカイブ



基本法制定の背景 6 0年前の九州の農業・農村①

○ 全国的に稲作中心の農業が展開されており、九州においても特に北九州４県では稲作が経営の中心であった
○ 大豆等の輸入自由化が始まる一方、みかん等の生産が拡大
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写真提供：延岡城・内藤記念博物館



基本法制定の背景 6 0年前の九州の農業・農村②

○ 畜産についても肉用牛への転換が進む。また、自動車の普及が農村部でもはじまった

09



基本法制定の背景 農業技術の変遷①

○ 稲作に関しては、昭和30年代に動力耕うん機が普及。さらに昭和40年代には、歩行型田植機・バインダーが普及し、
田植え・収穫作業の機械化が進行

○ 水田の区画規模も機械化と大きな関係がある。効率的に農作業を行うためには、牛耕であれば10a、農業機械が入
ると30a、さらに大規模な機械体系になればおおむね1ha以上の区画が必要とされている
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耕うん作業



基本法制定の背景 農業技術の変遷②
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地方農政局の誕生

○ 農業基本法の制定等を背景に、地方の実情に即した農業政策を展開する体制を整備することが求められた
○ 昭和３７年に、地方農政局設置のための農林水産省設置法案を提出。農地事務局を母体として、当初は林野や水産
関係の業務も所掌する「地方農林局」とする案であった

○ 国会審議で野党の反対を受け法案を修正して成立。昭和38年5月1日、全国7カ所に地方農政局が設置された

以前は、熊本城の敷地内
にありました。

農林省設置法の一部を改正する法律（昭和38年法律第1号）の天皇陛下
御署名原本

「農林省設置法（昭和二十四年法律第百五十三号）の一部を次のよう
に改正する。
目次中「（第五条―第十二条）」を「（第五条―第十二条の二）」

に、「農地事務局」を「地方農政局」に・・改める。」 とある
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出典：国立公文書館デジタルアーカイブ



地方農政局の誕生 組織と人

○ 発足時の地方農政局の組織。5部20課（九州は21課）の体制。母体は農地事務局であることがわかる
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○ 地方農政局の発足以降も、統計事務所、食糧事務所の編入、廃止をはじめ時代の変化に応じて組織を再編してきた
○ 平成27年度には農村計画部と整備部が統合され農村振興部となった

地方農政局組織の変遷

14



○ 全国7カ所の地方農政局所在地と北海道農政事務所が置かれている
○ 農地事務局時代の管轄及び所在地と比較すると
・管轄県は変更なし
・所在地についても、関東農政局の所在地が首都機能移転で東京大手町からさいたま市に移った以外変更なし

地方農政局の所在地

九州農政局庁舎（合同庁舎）
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